
様

独立行政法人水資源機構 分任契約職

筑後川上流総合管理所長

まで

まで

※質問の回答については、翌営業日の１５時までにＨＰに掲載します。

見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積
書に記載してください。

2)

3)

4)

令 和 8 年 6 月 2 日 １２時

請負代金の支払いについては、履行確認後の一括支払となります。

最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。
くじの方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

② 見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積もりの取消
しはできません。また、見積者は見積もり誤り、見積書の書き誤り等を理由
に見積もりの無効を主張することはできません。

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない場合
の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積書提出
期限は令和 8年 6月 3日 １２時までとします。

7)

見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出期限
の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知します。

3)

①

6)

令 和 8 年 5 月 26 日 １２時5)

提 出 期 限

提 出 先

見 積 回 数

そ の 他

２回を限度とする。

独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所　経理課 林田

０９４６－２５－０１１３

０９４６－２５－０１３３

nyukei_chikugojouryu@water.go.jpﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

Ｆ Ａ Ｘ

Ｔ Ｅ Ｌ

提 出 期 限

質 問 書

4

5

1)

見 積 結 果

そ の 他

契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。

内 容 等

記

松原ダム管理室庁舎

　上記について、下記により見積合わせを行いますので競争契約入札心得等を熟覧のうえ提出してください。

4 別添、仕様書等のとおり

2)

2 見積参加要件 福岡県、佐賀県又は大分県内に本店、支店又は営業所があり、別添仕様書等のとおり
施行が可能である者。

現 場 説 明 実施しません。

見 積 書 等

電子メール、ファクシミリ装置による通信、持参又は郵送による。（※電子メー
ルアドレス、ＦＡＸ番号は 4) に記載のとおり）、なお、電子メールによる場合
は、送信メールの件名見積依頼書の件名を記載してください。

様 式 等

1

3

1) 見積書の様式は任意としますが、見積書には見積年月日並びに見積者の住所及び
氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載し、代表者の印章を押印
されたものに限ります。ただし、押印は「本責任者及び担当者」の氏名及び連絡
先を明記することで省略することができます。また、余白にくじ番号を記載して
ください。

提 出 方 法

見 積 参 加 希 望 者

令 和 8年 5月 20 日

事 務 連 絡

（公印省略）

前 田 剛 宏

見　積　依　頼　書

1

2

3

松原ダム害虫駆除業務

大分県日田市大山町西大山8492-2

契約締結の翌日から30日間

履 行 場 所

件 名

履 行 期 間



松原ダム害虫駆除業務 仕様書 

 

第１節 適用範囲 

この仕様書は、独立行政法人水資源機構筑後川上流総合管理所（以下「機構」とい

う。）が施行する「松原ダム害虫駆除業務」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

第２節 業務概要 

本業務は、庁舎内に生息する害虫（ゴキブリ類）の駆除等を行い、執務環境の衛生

確保並びに利用者の安全・快適性を維持することを目的とするものである。 

 

第３節 業務履行場所 

本業務の実施場所は、次のとおりとする。 

大分県日田市大山町西大山８４９２－２ 松原ダム管理室庁舎 

 

第４節 業務履行期間 

契約締結の翌日から３０日間 

なお、実際の作業日は機構と協議のうえ定めるものとする。 

 

第５節 業務内容 

本業務の施行は１回とし、以下のとおり実施するものとする。 

１．対象害虫 

ゴキブリ類（クロゴキブリ、チャバネゴキブリ等） 

２．作業内容 

（１）対象害虫の生息状況及び侵入経路の確認 

（２）薬剤散布等による駆除作業 

（３）発生が確認された箇所を中心とした重点的処理 

（４）その他担当職員が指示する業務 

 

第６節 作業時間 

本業務の作業時間は、発注者と協議のうえ定める。なお、原則として庁舎利用に支

障の無い時間帯とする。 

 

第７節 使用薬剤等 

使用する薬剤等は、法令等に基づき使用が認められているものとし、次のことに留

意すること。 



（１）人体及び環境への影響が少ない薬剤を選定すること。 

（２）用法・用量を厳守し、過剰散布を行わないこと。 

（３）執務空間、食品取扱場所、給水設備等には十分配慮すること。 

 

第８節 安全管理及び衛生配慮 

作業中は、職員等の安全確保を最優先とすることとし、必要に応じて立入禁止措置

及び注意喚起表示を行うものとする。 

 

第９節 作業報告 

受注者は、次の事項を記載した作業結果を書類により担当職員へ報告するものとす

る。 

（１）作業実施日 

（２）作業場所 

（３）使用薬剤 

（４）作業結果及び所見 

 

第 10 節 その他 

１．確認の結果、追加で作業が必要と推奨される項目等があるときは、発注者に速や

かに報告するものとする。 

発注者が必要と判断した場合は追加作業を指示する場合がある。なお、その指示

により追加した作業は変更契約の対象とする。 

２．受注者は、本業務の実施に起因する施設等又は第三者への損傷等の予防について

は、一般社会通念上考えられる措置を執り、十分注意するものとする。なお、損傷

等を与えた場合は、受注者の責任において誠意をもって対応するものとする。 

３．本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が発生したとき及び本仕

様書に記載のない事項については、発注者及び受注者は速やかに協議して定めるも

のとする。 



施設名 区分 面積（㎡） 備考

庁舎１階 玄関ホール 37.20 

廊下 10.20 

機械室 25.20 

トイレ 9.60 

浴室 9.60 

厨房 9.60 

和室 33.00 

控え室 13.00 

資料室・倉庫 21.75 

車庫 132.00 

屋外階段 12.15 

小計 313.30 

庁舎２階 事務室 132.00 

階段室 18.60 

男子更衣室 10.50 

女子更衣室 4.50 

男子トイレ 9.36 

女子トイレ 5.04 

給湯室 7.92 

会議室 72.48 

所長室 33.00 

電算室 33.00 

屋外階段 9.18 

小計 335.58 

庁舎３階 制御機械室１ 66.00 

制御機械室２ 66.00 

階段室 18.60 

制御室 132.00 

湯沸かし室 18.45 

トイレ 3.15 

屋外階段 9.18 

小計 313.38 

庁舎屋上 屋上 294.30 

階段室 18.60 

青写真室 13.50 

屋外階段 9.18 

小計 335.58 

合　　計 1,297.84 

内　　訳　　書

参考資料①



参考資料②



参考資料②



                                               令和  年  月  日 

 

 

 独立行政法人水資源機構分任契約職 

  所 長   前 田  剛 宏  殿 

 

                                     住   所 

                                    会 社 名 

                   代表者氏名 

 

 

見積依頼書等の交付受領書 

 

  令和８年５月２０日に交付された「松原ダム害虫駆除業務」の見積依頼書等を

受領しました。 
 

 

〈連絡先〉 

 

  担当部署名： 

 

  担 当 者： 

 

  電 話 番 号： 

 

  ＦＡＸ番号： 
 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

 

 

◆くじ用数値 

 

 

 

 

 

 

  「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定する 

  ためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。 

メール送信先 nyukei_chikugojouryu@water.go.jp 
FAX 送信先 ０９４６－２５－０１３３ 

担当：独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 林田あて 


